
事 務 連 絡 

令和７年１月２４日 

 

 

奈良県指定障害児通所支援事業所 管理者殿 

 

 

奈良県障害福祉課自立支援係 

 

 

支援プログラムの公表状況に関する届出の提出について 

 

平素は、県の障害福祉行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件につきましては、令和６年４月１日より、児童発達支援、放課後等デイ

サービス及び居宅訪問型児童発達支援（以下「児童発達支援等」という。）の総合的な支援

の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、５領域（「健

康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」）

との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラ

ム」という。）の作成及び公表が求められております。 

なお、令和７年４月１日までに支援プログラムの作成及び指定権者への公表方法の届出

がなされていない場合には、支援プログラム未公表減算（所定単位数の 100 分の 85）が適

用されます。 

 つきましては、支援プログラムの公表に関して、下記のとおり期限までの届出をお願い

します。 

記 

 

１ 対象事業所 

   児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援 

 

２ 提出書類 

・支援プログラムの公表状況に関する届出書 

※令和６年度の利用者が無い場合も届出書の提出が必要です 

  

３ 提出期限及び提出方法 

   提出期限：令和７年３月３１日(月)※必着 

提出方法：郵送（特定記録または簡易書留）にて提出 

   ※原則郵送でお願いいたします。 

   【提出先】 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

         奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援係 

 

 

 〇問い合わせ先 

奈良県障害福祉課自立支援係 

TEL：０７４２－２７－８５１３（直通） 

 


